
安曇野市教育委員会訓令第  号 

安曇野市立小・中学校職員服務規程（平成17年安曇野市教育委員会訓令第３号）の一部

を次のように改正する。 

 

平成25年  月  日 

 

安曇野市教育委員会 

委員長  古幡 開太郎 

 

 様式第16号の２を次のように改める。 



様式第16号の２（第24条関係） 

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 計 画 書                

所属名            

職 名            

氏 名        ○印    

 

 １ 活動期間 

        年  月  日  時  分～  年  月  日  時  分 

 ２ 活動の種類 

□ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

□ 文化、スポーツの振興を図る活動 

□ 環境の保全を図る活動 

□ 災害救援活動 

□ 子どもの健全育成を図る活動 

 ３ 活動場所 

   施設名等 

   所 在 地 

   電  話 

 ４ 具体的な活動内容 

 

 

 ５ 仲介団体等の有無及び団体名 

   □ 有    □ 無 

   団体名 

   電 話 

 

 

（備考）１ 「３ 活動場所」及び「４ 具体的な活動内容」について、資料の添付により

内容が確認できる場合には、適宜記入を省略して差し支えないこと。 

     ２ 「３ 活動場所」は、活動場所が支援する相手の居宅である場合には、その者

の氏名・住所等を記入すること。 

     ３ 該当する□には、レ印を記入すること。 

 



 

附 則 

この訓令は、平成25年  月  日から施行する。 


